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会長挨拶� 会　長　細澤　哲哉
　皆さんこんにちは。先日静岡第2グループの会長幹事
会が開催され、各クラブの近況や活動の内容を聞く機会
がありました。当クラブも先日のＲ財団補助金事業、ポリ
オ撲滅のための募金活動、柿田川の外来種撲滅活動、千
本松原の清掃活動などの活動を行ってまいりましたが、他
のクラブもグローバル補助金を利用した活動や地域や行
政と共同した活動を行うなど、各クラブ共活発な活動を
行っており、私も刺激を受けて帰ってまいりました。当ク
ラブもグローバル補助金を利用した事業や奨学生の受け
入れなどの事業を長い間行っておりませんので、そろそろ
検討してみてはいかがでしょうか。
　さて、防災の重要性が問われている昨今、また建設業
界において制震ダンパーのデータの改ざんという事件が
発生いたしました。制震ダンパーとは車のショックアブ
ソーバーと同じく地震時に建物が受けるエネルギーを吸
収する装置です。現在、建物の地震対策としては耐震、制
震、免震の工法が主流となっております。耐震工法とは建
物の倒壊を防ぐために柱や梁の強度を上げることで建物
全体の強度を上げて地震の揺れに対抗する工法です。制
震工法とは建物の内部にダンパーなどの振動を低減させ
る装置を組み込み地震のエネルギーを吸収することで建
物に粘性を持たせて振動を抑制する工法です。免震工法
とは建物と基礎の間にゴム等の免震装置を組み込み建物
と地盤を絶縁することで地震のエネルギーを直接建物に
伝えない工法です。1981年6月1日に建築基準法の大きな
改正があり、現在も尚この基準が使用されておりますの
で、1981年6月1日以降に建設された建物は耐震基準に適
合した建物であると言われます。現在、静岡県内の市町
村においては住宅の耐震についての調査や補強の際の補
助金の制度などもありますのでご確認ください。
他ＲＣ出席 �細澤君・大村君・山口君・山本君・森藤

君・實石君・大友君・大熊君（10.13 静岡
第2Ｇ第3回会長幹事会）、石川君（10.18
沼津西）、木村君（10.19富士山吉原）

欠席者（8名）
石川君、楠木君、三好君、森藤君、
清君、杉山君、渡邉（真）君、渡邉
（秀）君
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10月26日（金）
　イニシエーションスピーチ
� 会　員　　原田　幸治君

会員誕生日　大石　昭裕君
配偶者誕生日　東　　裕子様（宗徳君）

11月2日（金）
　地区大会報告
� 東副会長・大村幹事
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 会員　吉野　聖一君
「一週間のできごと」
　日頃は御殿場在住の私は沼津大手町の弊社の事
務所に出社します。御殿場の拠点や学園通り店、サ
ントムーン店にはたまに顔を出す程度で、最近はスカ
イプを毎日使いコミュニケーションをとっています。
13日（土）から予定が立て込み、リレートークは延期
してもらおうかと思いましたが、ご迷惑になるので、
ウェアラブルカメラで映像を取り込んでお茶を濁そう
と画策していました。しかしパソコンにダウンロード
できず、普通に撮影した写真をご披露します。13～
14日で伊豆スカイラインを利用した伊豆スカイライン
国際ヒルクライムレースが行われました。13日は伊豆
のへそで受付14日は午前3時半にオリンピック会場
予定の伊豆市のベロドロームに集合しました。あたり
はまっ暗闇おまけに土砂降りでした。夜が明けて、ス
タート前に虹が出て参加した約 700 名無事に楽しく
レースに参加していただき、表彰式の頃には晴天で
気温も上がりすばらしい大会になりました。1₅日（月）
は研修会を主催し、16日（火）東京出張、17日（水）
は浜松でヤマハ発動機を訪問後、華の舞の造り酒屋
を見学しました。木曜日は朝から富士市で会議があ
り地方創生の静岡、山梨、神奈川の県境団体の連
絡協議会へ出席しました。スケジュールが立て込む
時はこんなものかと思いますが、充実した昨日までの
できごとを例会で発表でき感謝しています。�
 会員　渡邊洋二郎君

「成年年齢の引き下げについて」
　民法第4条に「年齢二十歳をもって、成年とする。」
とあり、20歳以上が成年、20歳未満は未成年者と扱
われます。この成年年齢を引き下げる民法改正案が
第196回国会で成立し、本年6月20日に公布され、
2022年4月1日より施行されることとなりました。
　成年年齢が引き下げられることにより、どのような
問題が生じるのでしょうか。民法第₅条で、「未成年
者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を
得なければならない」とあります。未成年者が契約を
する場合には、法定代理人である親権者の同意がな
ければ契約ができず、親権者の同意がない場合は、
第₅条第 2項により契約自体を取り消すことができ、
これにより未成年者は不当な契約を締結しても保護
されます（未成年者取消権）。しかし、成年年齢が18
歳に引き下げられると、18～19歳の人が未成年者取
消権による保護を受けられず、消費者被害に遭って

吉野　聖一君会員　会員　吉野　聖一君会員　

会員　渡邊洋二郎君

しまう可能性が高くなります。
　日弁連は、成年年齢の引き下げには慎重な意見を
述べてきましたが、法案は国会を通ってしまいまし
た。しかし問題は山積しています。国会では消費者
教育を推進して消費者被害を防止しようとしていま
すが、実際はほとんど行えていません。そうすると、
家庭での消費者教育が重要になってきます。巷では
どのような消費者被害が生じているのかアンテナを
張り、それを皆さんがお子さんやお孫さんに伝えるこ
とで被害を防ぐしかないと思っています。ぜひ、消費
者被害、消費者教育を人ごとだと思わずに、興味、
関心を持っていただければと思います。
紙面の都合により、一部を要約して掲載しました。

会員リレートーク会員リレートーク

１ ．例会変更のお知らせ
　富 士 宮 西…10/26（金）は10/29（月）
� 2クラブ合同例会＠パテオン
　新　富　士…11/13（火）は11/4（日）
� サイエンス・プロジェクト�in�Fuji
２ ．10/1₃（土）静岡第2グループ第₃回会長幹事会
⇒�山口君・山本君・森藤君・實石君・大友君・大熊
君・細澤君・大村君　出席

３ ．10/28（日）甲府地区大会バスのご案内
⇒出席予定者へのみポストイン

渡辺（芳）君…結婚記念日の祝いありがとうございま
す。秋田の山奥に熊に会いに行ってきました。

新会員紹介
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2018 年 6月度　　　　　　　　出　席　一　覧　表　　　　　出席委員会　

氏　名 出席回数 氏　名 出席回数 氏　名 出席回数 氏　名 出席回数 氏　名 出席回数
出席計算に用いた
会員延数　180 名
例会出席％ 84.75
地区報告％ 93.22

※出席回数・当Ｃ欄の
枠入数字はホームクラ
ブ 100％を示す。

当C 他C 当C 他C 当C 他C 当C 他C 当C 他C
東 3 1

3 0
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髙　地 2 0
1 0
4 1
3 0
3 2
4 0
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4 0
4 0
3 2

野　口 2 2
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3 2
4 1
4 0
4 1
3 1
4 2
4 0

杉　山 4 1
1 0
4 1
4 0
3 0
4 0
4 0
4 1
4 0
3 0

渡邊（洋） 2 2
4 0
4 2
4 2
4 2

道　前 楠　木 小　川 ●勝呂 渡辺（芳）
原　田 峯　村 大　熊 寺　田 山　口
服　部 峯　尾 奥　村 辻 山　本
細　澤 三　好 大　村 塚　本 吉　野
石川（秀） 望　月 大　友 上　田
石川（三） 森　藤 向　坂 渡辺（好）
石　渡 村　上 清 渡邉（雅）
實　石 長　橋 積 渡邉（真）
木　村 野　際 白　壁 渡邉（秀）
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